
様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称  経営事項審査情報管理ファイル 

行政機関等の名称  茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 土木部監理課 

個人情報ファイルの利用目的  建設業者の経営事項の審査手続きのため 

記録項目 

1許可番号、2商号等、3所在地、4代表者・個人事業者氏名、

5審査基準日、6電話番号、7市区町村ｺｰﾄﾞ、8資本金、9完工

高／売上高、10申請区分、11許可区分、12工種、13総合評定

値、14完工高、15完工高合計、16技術職員数、17技術職員数

合計、18自己資本額、19従事職員数、20雇用保険の有無、21

健康保険及び厚生年金の有無、22賃金不払件数、23建退共

の有無、24退職一時金の有無、25企業年金の有無、26法定外

労災の有無、27業務災害死亡者数等、28建設業経理事務士

数、29売上高営業利益率、30総資本経常利益率、31ＣＦ対 

売上高比率、32必要運転資金月商倍率、33立替工事高比率、

34受取勘定月商倍率、35自己資本比率、36有利子負債月商

倍率、37純支払利息比率、38自己資本対固定資産比率、39長

期固定適合率、40付加価値対固定資産比率、41受取勘定、42

未成工事支出金、43固定資産、44支払勘定、45未成工事受入

金、46有利子負債、47うち受取手形割引高、48固定負債、49

自己資本、50売上高、51営業利益、52経常利益、53当期純利

益、54総資本、55付加価値、56支払利息、57受取利息配当

金、58ＣＦ 

記録範囲 結果通知書の通知を受けた法人の代表者及び個人事業者 

記録情報の収集方法 
経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書及び

総合評定値請求書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 



記録情報の経常的提供先 一般財団建設業情報管理センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部監理課 

（所在地）〒310-8555 水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

✓法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ✓無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称  許可申請者（事業主・役員）名簿ファイル 

行政機関等の名称  茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 土木部監理課 

個人情報ファイルの利用目的 
建設業許可に属する法人の役員又は個人事業者が暴力団関

係者に該当するか照会するため 

記録項目 １氏名、２生年月日、３住所 

記録範囲 建設業許可に属する法人の役員及び個人事業者 

記録情報の収集方法 建設業許可申請書及び変更届出書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 茨城県警察本部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部監理課 

（所在地）〒310-8555 水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

✓法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ✓無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称  建設工事等執行管理ファイル 

行政機関等の名称  茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 土木部監理課 

個人情報ファイルの利用目的  土木部が施工する建設工事の適正な執行を図る。 

記録項目 １業者番号、２業者名、３現場代理人名、４主任技術者名 

記録範囲 建設工事等の受注者 

記録情報の収集方法 建設工事等の受注者からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 一般財団建設業情報管理センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部監理課 

（所在地）〒310-8555 水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

✓法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ✓無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
建設工事及び建設コンサルタント業務等入札参加資格者フ

ァイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部監理課 

個人情報ファイルの利用目的 
県が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等の入

札参加資格審査のために利用する。 

記録項目 
１許可番号等、２氏名、３所在地、４電話番号等、５資格・

免許、６福利厚生の加入状況、７保有資格業種 

記録範囲 入札参加資格審査申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部監理課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

✓法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ✓無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称  建設業許可情報ファイル 

行政機関等の名称  茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 土木部監理課（各土木事務所） 

個人情報ファイルの利用目的 建設業許可の審査手続きのため 

記録項目 

１許可番号、２商号及び名称、３代表者又は個人事

業者氏名、４所在地、５電話番号、６市区町村コー

ド、７土木事務所コード、８許可業種、９資本金又

は出資総額、10許可年月日、11経営業務の管理責任

者氏名、12経営業務の管理責任者生年月日、13専任

技術者氏名、14専任技術者生年月日、15専任技術者

担当建設業種、16専任技術者有資格区分、17経営業

務の管理責任者を直接補佐する者氏名、18経営業務

の管理責任者を直接補佐する者生年月日 
 

記録範囲 

建設業許可を受けた法人の代表者及び個人事業者、経営業

務の管理責任者、営業所の専任技術者、経営業務の管理責

任者を直接補佐する者 

記録情報の収集方法 建設業許可申請書及び変更届出書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 一般財団建設業情報管理センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部監理課 

（所在地）〒310-8555 水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

✓法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ✓無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称  住宅瑕疵担保法に基づく届出簿 

行政機関等の名称  茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 土木部監理課 

個人情報ファイルの利用目的  住宅瑕疵担保法に基づき届出を受理する 

記録項目 氏名、住所・居所、電話番号 

記録範囲 届出書 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 国土交通省 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部監理課 

（所在地）〒310-8555 水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

✓法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ✓無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 解体工事業者登録プログラムシステム 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部検査指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
解体工事業登録申請者の情報管理や解体工事業登録に関す

る各種通知の作成に利用する。 

記録項目 

１整理番号、２登録年度、３登録番号、 

４商号・名称又は氏名、５郵便番号、６住所、７電話番号、

８法人である場合の役員の役職・氏名、 

９登録年月日、１０期間満了年月日、１１技術管理者名、 

１２要件、１３申請日、１４申請の種類、１５役員名、 

１６代理人氏名、１７営業所名、１８営業所郵便番号、 

１９営業所住所、２０営業所電話番号、 

２１処分・廃業等登録の種類、２２事実発生年月日、 

２３処分・廃業等備考 

記録範囲 
平成１３年の解体工事業登録制度の施行から現在に至るま

でに申請書が提出されたもの 

記録情報の収集方法 申請者から、申請書の内容 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 

水戸市建築指導課、日立市建築指導課、 

土浦市建築指導課、古河市建築指導課、 

高萩市産業建設部都市建設課、北茨城市都市計画課、 

取手市建設部建築課、つくば市建築指導課、 

ひたちなか市建築指導課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部検査指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 インターンシップ参加者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部検査指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
採用試験案内や土木部事業説明会において、インターンシ

ップ参加者へ情報提供を行う。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢、４所属大学（学部・学科）、 

５学年、６電話番号、７メールアドレス 

記録範囲 インターン参加申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部検査指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建設工事の執行に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部港湾課（茨城港湾事務所、茨城港湾事務所日立港区

事業所、茨城港湾事務所大洗港区事業所、鹿島港湾事務所） 

個人情報ファイルの利用目的 

土木部が施工する建設工事等の適正な執行を図るため、指

名業者の選定、入札、契約の締結、工事の監督、指導を行

う。 

記録項目 
１識別番号、２氏名、３性別、４年齢・生年月日、５住所、

６電話番号、７役職、８学歴、９資格 

記録範囲 
法人の代表、法人の代表から委任を受けた者、個人事業主、

配置予定技術者、現場代理人等 

記録情報の収集方法 入札参加資格者名簿、請負人からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部港湾課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 埠頭及び水域の保安対策に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城港湾事務所（茨城港湾事務所大洗港区事業所、茨城港

湾事務所日立港区事業所、鹿島港湾事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

・制限区域内への人及び車両の出入管理 

・緊急事態における関係者への情報伝達 

記録項目 １ 職別番号、２ 氏名、３ 年齢・生年月日、４ 住所・居所 

記録範囲 

・制限区域内の施設利用者 

・外部関係機関（CIQ、施設管理・保安業務受託者等） 

・国際航海船舶保安管理者、船舶代理店、船主、運搬会社等 

記録情報の収集方法 

・IPSカードを発行する施設利用者による申請 

・ビジターカードを発行する施設利用者による台帳記入 

・保安事務担当者による電話連絡（緊急時連絡先リスト） 

・保安管理者からの電子メール・FAX（24時間通信連絡体制

票） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 施設管理者・保安業務受託者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城港湾事務所 

（所在地）那珂郡東海村照沼768-47 

（名 称）茨城港湾事務所大洗港区事業所 

（所在地）東茨城郡大洗町港中央7 

（名 称）茨城港湾事務所日立港区事業所 

（所在地）日立市久慈町1-3-21 

（名 称）鹿島港湾事務所 

（所在地）神栖市東深芝13 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

  



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 IPSカード発行事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城港湾事務所（茨城港湾事務所日立港区事業所、鹿島港

湾事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

国際埠頭施設に立ち入ろうとする者の資格審査 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 年齢・生年月日、４ 住所・居所、５ 

電話番号、６ 職業・職歴、７ 資格・賞罰、８ その他（所

属会社名・顔写真） 

記録範囲 ・IPS発行申請の対象者 

記録情報の収集方法 ・カード発行時の申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城港湾事務所 

（所在地）那珂郡東海村照沼768-47 

（名 称）茨城港湾事務所日立港区事業所 

（所在地）日立市久慈町1-3-21 

（名 称）鹿島港湾事務所 

（所在地）神栖市東深芝13 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 レ法第60条第２項第１号 □法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 

  



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 入出港届出書の受理及び入港料の徴収事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城港湾事務所（茨城港湾事務所大洗港区事業所、茨城港

湾事務所日立港区事業所、鹿島港湾事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

港湾法等の規定に基づく港湾区域内への入港又は出港する

船舶からの入出港届出書の受理及び入港する船舶からの入

港料の徴収 

記録項目 １ 氏名、２ 住所・居所、３ 電話番号 

記録範囲 

・入港する船舶の船長、船舶所有者、船舶運航社及びその代

理人 

・入港料減免申請者 

記録情報の収集方法 各種届出書及び申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城港湾事務所 

（所在地）那珂郡東海村照沼768-47 

（名 称）茨城港湾事務所大洗港区事業所 

（所在地）東茨城郡大洗町港中央7 

（名 称）茨城港湾事務所日立港区事業所 

（所在地）日立市久慈町1-3-21 

（名 称）鹿島港湾事務所 

（所在地）神栖市東深芝13 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

  



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 港湾施設の使用許可事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城港湾事務所（茨城港湾事務所大洗港区事業所、茨城港

湾事務所日立港区事業所、鹿島港湾事務所、土浦土木事務

所、潮来土木事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

港湾施設を使用する者に対する使用許可 

記録項目 
１ 職別番号、２ 氏名、３ 性別、４ 年齢・生年月日、５ 住

所・居所、６ 電話番号、７ 本籍・国籍 

記録範囲 
・各港湾施設使用許可申請者 

・権利譲渡等許可申請時の譲渡等の相手方 

記録情報の収集方法 
・申請書の提出 

・担当職員による調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城港湾事務所 

（所在地）那珂郡東海村照沼768-47 

（名 称）茨城港湾事務所大洗港区事業所 

（所在地）東茨城郡大洗町港中央7 

（名 称）茨城港湾事務所日立港区事業所 

（所在地）日立市久慈町1-3-21 

（名 称）鹿島港湾事務所 

（所在地）神栖市東深芝13 

（名 称）土浦土木事務所 



 

（所在地）土浦市中高津3-11-5 

（名 称）潮来土木事務所 

（所在地）潮来市潮来1086-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

  



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の許可事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城港湾事務所（茨城港湾事務所大洗港区事業所、茨城港

湾事務所日立港区事業所、鹿島港湾事務所、土浦土木事務

所、潮来土木事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

港湾区域内及び港湾隣接区域内における港湾区域（公共空

地）占用、砂採取、水域施設等建設（改良）、廃棄投棄に係

る事務 

記録項目 １ 氏名、２ 住所・居所、３ 電話番号 

記録範囲 
・港湾区域（公共空地）占用等の許可申請者及び利害関係者 

・権利義務承継届出書 

記録情報の収集方法 
・申請書の提出 

・担当職員による調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城港湾事務所 

（所在地）那珂郡東海村照沼768-47 

（名 称）茨城港湾事務所大洗港区事業所 

（所在地）東茨城郡大洗町港中央7 

（名 称）茨城港湾事務所日立港区事業所 

（所在地）日立市久慈町1-3-21 

（名 称）鹿島港湾事務所 

（所在地）神栖市東深芝13 

（名 称）土浦土木事務所 



（所在地）土浦市中高津3-11-5 

（名 称）潮来土木事務所 

（所在地）潮来市潮来1086-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 茨城県震災建築物応急危険度判定士台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
茨城県震災建築物応急危険度判定要綱に基づく応急危険度

判定士の情報を管理するもの。 

記録項目 

１認定番号、２氏名、３生年月日、４性別、５血液型、６認

定要件、７建築士免許の登録番号等、８勤務先、９勤務先電

話番号、１０住所、１１電話番号、１２更新年度 

記録範囲 
茨城県震災建築物応急危険度判定要綱に基づく認定の申請

者 

記録情報の収集方法 本人からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 民間建築物に係るアスベスト調査台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

国土交通省住宅局建築指導課長通知（平成29年6月22日国

住指第810号）に基づき民間建築物における吹付けアスベ

スト及びアスベスト含有吹付けロックウールの使用実態の

把握や対策の実施に関する情報を管理するもの。 

記録項目 

１管理番号、２建築物所有者・管理者の氏名・連絡先・住所

・郵便番号、３建築物名称、４建築物所在地とその郵便番

号、５確認済証番号、６築年、７工事種別、８構造、９階数、

１０延べ面積、１１主要用途、１２棟数 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく建築確認申請の手続きを行った

申請者等 

記録情報の収集方法 本人からの申請等による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考  

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引業免許事務等処理システム（宅建システム） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
宅地建物取引業法の規定に基づく申請等の情報を管理する

もの。 

記録項目 

１登録番号、２登録年月日、３氏名、４生年月日、５性別、 

６合格年月日、７本籍・住所、８処分の内容及びその年月

日、９勤務先名称、１０宅地建物取引士証に関する事項 

１免許番号・交付年月日、２宅建業者名称、３代表者氏名

・生年月日、４処分の内容及びその年月日、５事務所・役

員等・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士に関す

る事項 

記録範囲 全ての宅建士・宅建業者 

記録情報の収集方法 

本人等からの申請による。((公社)茨城県宅地建物取引業協

会、（公社）全日本不動産協会茨城県本部を通じ、システム

による) 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 □法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課  

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 

(全ての宅建士・宅建業者の情報を閲覧できるが、管理でき

るのは、茨城県において登録された宅建士・宅建業者であ

ることに注意を要する) 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築士名簿(建築行政共用データベース) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 建築士法第６条の規定に基づき整備・閲覧させるもの。 

記録項目 

１登録番号、２登録年月日、３氏名、４生年月日、５性別、

６合格年月日(外国の免許を受けた者にあっては、その免許

の名称・免許者名・免許の年月日)、７処分の内容及びその

年月日、８定期講習受講年月日及び終了証番号、９管理建

築士講習受講した者にあっては当該講習終了年月日及び終

了証番号 

記録範囲 全ての建築士 

記録情報の収集方法 
本人等からの申請による。((公社)建築士連合会若しくは

(一社)茨城県建築士会を通じ、システムによる) 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 



    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 

(全ての建築士の情報を閲覧できるが、茨城県管轄は茨城県

において登録された二級又は木造建築士であり、一級建築

士については国土交通省の管轄であることに注意を要す

る) 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築士事務所名簿等(建築行政共用データベース) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築士法第23条の３及び第23条の９に基づき整備・閲覧さ

せるもの 

記録項目 

１建築士事務所名称、２一級、二級又は木造の別、３登録申

請者氏名(法人である場合はその名称及び役員)、４管理建

築士の氏名及び級の別、５所属建築士の氏名及び級の別、

６登録年月日、７登録番号、８処分の内容及びその年月日、

９業務に関する報告書 

記録範囲 全ての建築士事務所 

記録情報の収集方法 
本人等からの申請による。((一社)茨城県建築士事務所協会

を通じ、システムによる) 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 

(全ての建築士の情報を閲覧できるが、茨城県管轄は茨城県

において登録された建築士事務所であることに注意を要す

る) 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築台帳(建築行政共用データベース) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課、県北県民センター建築指導課、

鹿行県民センター建築指導課、県南県民センター建築指導

課、県西県民センター建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第12条第８項の規定に基づき整備するもので、

建築物の情報を管理するために利用する。 

記録項目 
１受付番号、２受付年月日、３処分番号、４処分年月日 ほ

か建築基準法施行規則第6条の３に示す事項 

記録範囲 
建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請等の手続き

を行った申請者等(H10以降） 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築台帳(紙台帳) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第12条第８項の規定に基づき整備するもので、

建築物の情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１確認番号、２建築主、３建築物位置、４用途、５構造・階

数、６工事別、７延べ面積、８受理年月日、９確認年月日、

10着工年月日・完了年月日、11検査済証交付年月日、12設計

者・工事監理者・施工者 

記録範囲 
建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請等の手続き

を行った申請者等(S41からH9まで) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 年代により記載内容が若干異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築基準法等許可台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法の規定に基づき許可する建築物の情報を管理す

るために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者氏名、４申請敷地、５

条文、６用途地域、７建築物用途、８構造、９工事別、10階

数、11審査会、12許可番号・許可年月日 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく許可申請の手続きを行った申請

者等(S25以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 許可の種類により記載内容が若干異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 定期報告台帳（昇降機等） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課、県北県民センター建築指導

課、鹿行県民センター建築指導課、県南県民センター建

築指導課、県西県民センター建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

建築基準法第 12 条第 8 条の規定に基づき台帳を整備

し、昇降機等の定期検査報告（建築基準法第 12 条第 3

項）の一覧を管理する。 

記録項目 

１整理番号、２所有者、３管理者、４報告対象建築物等、

５報告対象昇降機、６昇降機に係る確認済証交付年月

日等、７検査日等、８検査者、９保守業者、10 昇降機

の概要、11 検査の状況、12 不具合の発生状況、13 備考、

14 検査結果表、15 最新の受付年月日 

記録範囲 
昇降機等の定期検査報告書に記載の所有者、管理者、検

査者、保守業者（H11 以降） 

記録情報の収集方法 昇降機等の所有者からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 北関東ブロック昇降機等検査協議会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 □法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
建築台帳（昇降機等について指定確認検査機関から報

告を受けたもの） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課、県北県民センター建築指導

課、鹿行県民センター建築指導課、県南県民センター建

築指導課、県西県民センター建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第 12 条第 8 項の規定に基づき台帳を整備

し、昇降機等の設置状況の一覧を管理する。 

記録項目 

１整理番号、２建築主、３建築場所、４確認済証番号、

５確認機関、６確認日、７検査済証番号、８検査機関、

９検査日、10 機種、11 昇降機の用途、12 建築物用途、

13 号機番号、14 積載量、15 定員、16 速度、17 製造会

社、18 建物名 

記録範囲 
昇降機等の確認審査報告書等に記載の建築主（H11 以

降） 

記録情報の収集方法 指定確認検査機関からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 北関東ブロック昇降機等検査協議会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 



    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 開発許可等台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 都市計画法の規定に基づく許可等の情報を管理するもの。 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３事業主住所・氏名、４施行区

域に含まれる地域の名称、５施行面積、６許可番号・年月

日、７建築制限解除年月日、８着手年月日、９完了年月日、

10検査済番号・年月日、11公告年月日、12用途、13該当号、

14手数料 

記録範囲 
都市計画法の規定に基づく許可等の申請を行ったすべての

事業主等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 許可等の種類により記載内容が若干異なる 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築台帳(建築行政共用データベース) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第12条第８項の規定に基づき整備するもので、

建築物の情報を管理するために利用する。 

記録項目 
１受付番号、２受付年月日、３処分番号、４処分年月日 ほ

か建築基準法施行規則第6条の３に示す事項 

記録範囲 
建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請等の手続き

を行った申請者等(H10以降） 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築台帳(紙台帳) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第12条第８項の規定に基づき整備するもので、

建築物の情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１確認番号、２建築主、３建築物位置、４用途、５構造・階

数、６工事別、７延べ面積、８受理年月日、９確認年月日、

10着工年月日・完了年月日、11検査済証交付年月日、12設計

者・工事監理者・施工者 

記録範囲 
建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請等の手続き

を行った申請者等(S41からH9まで) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 年代により記載内容が若干異なる 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
建築台帳（建築物について指定確認検査機関から報告

を受けたもの） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第12条第８項の規定に基づき整備するもので、

建築物の情報を管理するために利用する。 

記録項目 
１受付番号、２受付年月日、３処分番号、４処分年月日 ほ

か建築基準法施行規則第6条の３に示す事項 

記録範囲 
建築基準法第 6 条の規定に基づく建築確認申請等の手続き

を行った申請者等(H10 以降） 

記録情報の収集方法 指定確認検査機関からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建築基準法等許可台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法の規定に基づき許可する建築物の情報を管理す

るために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者氏名、４申請敷地、５

条文、６用途地域、７建築物用途、８構造、９工事別、10階

数、11審査会、12許可番号・許可年月日 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく許可申請の手続きを行った申請

者等(S48以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 許可の種類により記載内容が若干異なる 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 開発許可等台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

個人情報ファイルの利用目的 都市計画法の規定に基づく許可等の情報を管理するもの。 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３申請者住所・氏名、４施行区

域に含まれる地域の名称、５施行面積、６許可番号・年月

日、７建築制限解除年月日、８検査済番号・年月日、９完了

届年月日、10完了公告年月日、11該当号、12用途、13手数料 

記録範囲 
都市計画法の規定に基づく許可等の申請を行ったすべての

事業主等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 許可等の種類により記載内容が若干異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 道路位置指定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法の規定に基づく道路の位置の指定等の情報を管

理するもの。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者住所・氏名、４道路と

なる土地の名称、５幅員、６延長、７決裁年月日、８指定

番号・年月日、８県報公告年月日、９手数料 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく道路の位置の指定等の申請を行

ったすべての事業主等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 指定等の種類により記載内容が若干異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

個人情報ファイルの利用目的 
建設リサイクル法の規定に基づく届出等の情報を管理する

もの。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３発注者氏名・郵便番号・住所

・電話番号、４工事場所、５工事種別、６発生量、７自主施

工、８元請業者名・住所・建設業許可番号・許可区分・解体

業登録番号・管理者名、９工事着手年月日・完了年月日 

記録範囲 
建設リサイクル法の規定に基づく届出等の申請を行ったす

べての事業主等 

記録情報の収集方法 本人等からの届出による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 届出等の種類により記載内容が若干異なる 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 土地区画整理事業権利者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

土木部土浦土木事務所つくば支所つくば地区区画整理課 

個人情報ファイルの利用目的 
土地区画整理事業における土地所有者及び権利を有する者

の確認のために利用する。 

記録項目 
１個人番号、２氏名、３性別、４年齢・生年月日、５住所、

６電話番号 

記録範囲 土地区画整理事業地区内の土地所有者及び権利を有する者 

記録情報の収集方法 法務局・市町村等から提供、地権者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 つくば市資産税課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県土木部土浦土木事務所総務課 

〒300-0815 茨城県土浦市中高津3丁目11番5号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 ＩＰＳ（いばらきポートセキュリティーカード）管理台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

茨城県茨城港湾事務所 日立港区事業所 

個人情報ファイルの利用目的 
茨城港日立港区の国際埠頭施設における制限区域への出入管

理 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号 

記録範囲 ＩＰＳカード発行申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請に基づき、所属会社がとりまとめ提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称）茨城県茨城港湾事務所 日立港区事業所 港営課 

（所在地）〒319-1222 茨城県日立市久慈町1丁目3番21号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 ＩＰＳ（いばらきポートセキュリティカード）管理台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

茨城県鹿島港湾事務所 

個人情報ファイルの利用目的 鹿島港の国際埠頭施設における制限区域への出入管理 

記録項目 １氏名 ２性別 ３生年月日 ４住所 ５電話番号 

記録範囲 ＩＰＳカード発行申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県鹿島港湾事務所 港営課 

〒314-0103 茨城県神栖市東深芝13 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考 － 

 


